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答  申 

 

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下「法」

という。）及び東京都都税条例（以下「条例」という。）の規定に基づく不動

産取得税賦課処分に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、

次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分庁」

という。）が、請求人に対し、令和５年７月７日付けの納税通知書に

より行った別紙物件目録記載の土地（以下「本件土地」という。）の

取得に係る不動産取得税賦課処分（別紙処分目録記載のとおり。以下

「本件処分」という。）について、その取消しを求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

１ 処分庁は、本件土地について、令和５年度の固定資産課税台帳に登録さ

れている価格に基づき、課税標準となるべき価格を決定して本件処分を

行った。 

しかし、東京都○○整備事務所が令和元年７月頃までに行った調査に

よれば、本件土地の現況地積は、約３０．２２㎡しかなく、登記簿上の

地積４１．３２㎡を大幅に下回っている。それにもかかわらず、本件土

地の地積が４１．３２㎡であることを前提にその価格を４，９２８，４

４０円であるとして、令和５年度の固定資産課税台帳に登録したのは明

らかな誤りである。 

２ 法７３条の２１第１項ただし書は、「当該不動産について（中略）その

他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、

この限りでない。」とされている。そして、「市町村長（本件の場合は

都知事）の行った価格の決定に重大な錯誤があった場合」も、この「特

別の事情」がある場合に該当するとされている（「地方税各論Ⅰ・現代

地方自治全集⑲」３９７頁）。 
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よって、本件処分を取り消し、改めて、本件土地の現況地積により課

税処分をすることを求める。 

  

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和６年１０月２５日 諮問 

令和７年 １月１４日 審議（第９６回第３部会） 

令和７年 ２月１３日 審議（第９７回第３部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め  

 ⑴ 不動産取得税の納税義務者 

  法７３４条１項、４条２項及び１条２項の規定により、都は、その

特別区の存する区域において、普通税として、不動産取得税を課する

ものとされる。なお、都税の賦課徴収に係る知事の権限は、都税事務

所長に委任されている（法３条の２、条例４条の３）。 

法７３条の２第１項によれば、不動産取得税は、不動産の取得に対

し、当該不動産の取得者に課することとされている。 

⑵ 不動産取得税の課税標準 

ア 法７３条の１３第１項は、不動産取得税の課税標準は、不動産を

取得した時における不動産の価格とすると規定し、同項の「価格」

は「適正な時価」をいうもの（法７３条５号）とされている。 

 法７３条の２１第１項は、知事は、固定資産課税台帳に固定資産

の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不

動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するもの

としている。ただし、当該不動産について増築、改築、損かい、地
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目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格

により難いときは、この限りでないと規定している。 

イ 判例は、法が不動産取得税の課税標準となる不動産の価格の決定

を上記アのように原則として固定資産課税台帳の登録価格によらせ

た趣旨は、固定資産税の課税対象となる土地は、不動産取得税の課

税対象となる土地と同一であり、その価格も等しく適正な時価をい

うものとされ、その評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続も

同一であるところから、両税における不動産の評価の統一と徴税事

務の簡素化をはかるためであると考えられることからすれば、法

は、道府県知事が不動産取得税の課税標準である不動産の価格を決

定するについては、固定資産課税台帳に当該不動産の価格が登録さ

れている場合には、法７３条の２１第１項ただし書に該当しない限

り、みずから客観的に適正な時価を認定することなく、専ら登録価

格によりこれを決定すべきものとしていると解するのが相当であ

り、したがって、仮に登録価格が当該不動産の客観的に適正な時価

と一致していなくても、それが法７３条の２１第１項ただし書所定

の程度に達しない以上は、登録価格によってした不動産取得税の賦

課処分は違法となるものではなく、そのような場合には、不動産取

得税の納税者は、賦課処分の取消訴訟において、登録価格が客観的

に適正な時価でないと主張して課税標準たる価格を争うことはでき

ないものと解されるとしている（最高裁判所昭和５１年３月２６日

判決・最高裁判所裁判集民事第１１７号３０９頁）。 

ウ また、判例は、法７３条の２１第１項ただし書にいう「当該固定

資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税

の賦課期日後に増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情

が生じ、その結果、登録価格が当該不動産の適正な時価を示してい

るものということができないため、登録価格を不動産取得税の課税

標準としての不動産の価格とすることが適当でなくなった場合をい

うものと解すべきであり、したがって、不動産取得税の納税者は、

登録価格を課税標準としてされた賦課処分の取消訴訟においては、

当該不動産の時価と登録価格とに隔差があることを主張するだけで

は足りず、それが賦課期日後に生じた特別の事情によるものである

ことをも主張する必要があるものというべきであるとしている（最

高裁判所平成６年４月２１日判決・最高裁判所裁判集民事第１７２
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号３９１頁）。 

⑶ 不動産取得税の税率 

ア 法７３条の１５は、不動産取得税の標準税率は１００分の４とす

るとし、条例４２条は、東京都において課する不動産取得税の税率

は１００分の４とすると規定している。 

イ 法附則１１条の２（令和６年法律第４号による改正前のもの）

は、平成１８年４月１日から令和６年３月３１日までの間に住宅又

は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、

上記アの規定にかかわらず、１００分の３とするとし、条例附則５

条の３第１項（令和６年東京都条例第９４号による改正前のもの）

は、同期間に住宅又は土地の取得が行われた場合における東京都に

おいて課する不動産取得税の税率は、上記アの規定にかかわらず、

１００分の３とすると規定している。 

２ 本件処分についての検討 

本件土地は、請求人らが取得した令和４年１０月２０日現在、固定

資産課税台帳に固定資産の価格（本件登録価格）が登録されている不

動産である。 

請求人は、登記簿上の地積を基礎として算出された本件登録価格は

明らかな誤りである旨主張しているが、請求人からは、令和４年度の

固定資産税の賦課期日（同年１月１日）以後の本件土地について、法

７３条の２１第１項ただし書にいう「地目の変換その他特別の事情」

の存在があることを認めるに足りる証拠の提出はなく、処分庁から提

出された資料においても、それらの存在を示す証拠は存在しない。 

したがって、法７３条の２１第１項本文に基づき、本件登録価格に

より本件土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格及び課税

標準が決定された上で行われた本件処分は、上記１の法令の定めに則

ってなされた適正なものであり、また、違算もないから、本件処分に

違法又は不当な点は認められない。 

３ 請求人の主張についての検討 

請求人は、本件土地について、東京都○○整備事務所が行った調査

によれば現況地積約３０．２２㎡であるところ、登記簿上の地積４

１．３２㎡に基づき本件登録価格を４，９２８，４４０円としたのは

明らかな誤りであって、「価格の決定に重大な錯誤があった場合」は

法７３条の２１第１項ただし書の「特別の事情」がある場合に該当す



5  

るとされていることからも、本件登録価格を前提とする本件処分は違

法であると主張しているものと解される。 

しかし、請求人が本件審査請求に当たり審査請求書に添付した「資

料写し」と題する図面は、本件土地について、「１０－２ 登記簿面

積４１．３２㎡ 地積図面積約３０．２２㎡ 差１１．１㎡」と記載

されているのみで、辺長や求積方法は表記されておらず、作成年月日

の記載や作成者の記名押印もなく、当該地積図面積の正確性を担保す

るものということはできない。その他、本件土地の現況地積が４１．

３２㎡（登記簿上の地積）であることを疑わせるような事情は存在し

ない。 

そして、上記１・⑵にも述べたとおり、固定資産課税台帳に不動産

の価格が登録されている場合は、法７３条の２１第１項ただし書に該

当しない限り、不動産取得税の課税標準については、専ら固定資産課

税台帳の登録価格によりこれを決定すべきものであるから、同項ただ

し書所定の程度に達しない以上は、固定資産課税台帳の登録価格によ

ってした不動産取得税の賦課処分は違法となるものではないと解され

ており（前掲最高裁判所昭和５１年３月２６日判決参照）、また、同

項ただし書所定の事情は、固定資産税の賦課期日後に生じたものであ

ることが必要であると解されている（前掲最高裁判所平成６年４月２

１日判決参照）。 

固定資産課税台帳に土地の価格が登録されている場合、不動産取得

税の納税義務者は、単に固定資産課税台帳の登録価格が客観的に適正

な時価でない旨を主張するだけでは、課税標準たる価格を争うことは

できないものであり、当該土地の時価と登録価格との隔差が賦課期日

後に生じた特別の事情によるものであることをも主張しなければなら

ないところ（前掲最高裁判所平成６年４月２１日判決参照）、請求人

の主張は、登記簿上の地積を基礎として算出された本件登録価格が適

正な時価でないことをいうにとどまるものである。そして、賦課期日

後の特別の事情の存在を示す証拠が存在しないことは、上記２で述べ

たとおりである。 

したがって、請求人の主張は採用することができない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

山田攝子、青木淳一、澄川洋子 

 

別紙（略） 

 


